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のた

めの行為の制限に関する事項

３項の良好な景観の形成に関する方針

15
(4)　 全３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

内における土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土

内における水面の埋立て又は干拓

の による勧告

をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
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